
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

短期計画 

第７章 総合計画 

水洗化率の向上 

必要に応じて補修 

管路内清掃、点検、調査の実施 

重要な幹線の耐震化工事 L=10.5km 

雨水全体計画策定

認可申請 

新規事業評価 実施設計 

短期計画では、平成 21～25 年度における各施策について下図に整理しておりま

す。 
特に、本市における重要施策としては、浸水対策が挙げられますが、現在、雨水

全体計画を見直し中であり、その後、新規事業評価にて事業の妥当性について審議

された後事業に着手する予定としております。 

調査・設計 

調査・設計 

未普及地域の下水道整備 

定期的な水質調査の実施 

下水処理水、清瀬水再生センター上部利用促進 

幹線整備 
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中期計画 

下水処理水の利用促進、清瀬水再生センターの継続利用 

定期的な水質調査の実施 

調査・設計 

未普及地域の下水道整備 

 中期計画では、短期計画からの継続的な取り組みもありますが、下水道事業経営

の健全化として、定期的な見直しを検討し、今後も下水道使用料金の適正化に努め

ます。 
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長期計画 

長期計画では、今までの汚水整備事業の改築・更新時期を迎えることとなります。

このためにも、日頃から管路内調査を実施し、維持管理を適切に行い、計画的な改

築・更新事業を行います。 
 また、下水道事業の計画性・透明性の向上のためにも公営企業会計の導入検討を

行います。 
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